
○ 近年、大地震や集中的な豪雨・豪雪による甚大な被害が発生しており、今後も首都直下地震や南海トラフ巨大地震が高い確率で発生することが予想
○ 災害時に生命線となる道路について、近年の大災害から得られた教訓と今後講ずるべき施策を緊急的にとりまとめ

道路の耐災害性強化に向けた提言（概要）（案）

近年の主な災害で得られた教訓

（1）地震災害 熊本地震（H28.4）
大阪北部地震（H30.6）
北海道胆振東部地震（H30.9）

（2）風水害 豪雨災害（H30.7）
台風21号（H30.9）

（3）雪害 豪雪（H30.1、H30.2）

耐災害性強化の本格実施に向けて

（6）徒歩避難が困難な場合の避難手段の検討
〇地震・津波発生時の避難行動について、徒歩での避難が原則となっているが、津波到達時間、指定緊急避難場所までの
距離等を踏まえて、自動車により避難せざるを得ない場合など一定の条件を満たす地域においては、自動車を利用した
避難を前提として避難計画を策定した方が有効な場合もある
・地域の実情に応じて、自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する必要

課 題
〇道路および周辺施設の損壊等による応急復旧作
業等への支障

〇踏切の遮断による救急活動等への支障
〇通行規制・交通集中による渋滞発生と対策の遅れ
〇特殊車両の通行許可審査の遅れ
〇エネルギー障害による状況把握の遅れと通行止め
の長期化

等

〇多車線区間におけるジグザグ啓開により早期復旧
が可能

〇耐震補強や無電柱化、踏切立体化の推進が重要
〇交通マネジメントによる渋滞対策が不可欠
〇被災地に向かう特殊車両の通行許可審査に対す
る優先処理が必要

〇停電時に道の駅の非常用発電機が機能
等

教 訓

〇常時から交通マネジメントに係る統合的な組織を構築し、災害時には常時に行政が有する以上の特定の権限を与え、関
係者の協力を義務付ける制度が必要
・学識経験者、道路管理者、警察、公共交通事業者に加え、学校関係者や経済界の代表、市民の代表も参画
・学識経験者をトップとすることを基本として、オープンに議論
・常時の交通マネジメントのルールにとらわれない迅速で柔軟な施策を展開

（1）「発災後の統括的交通マネジメント」実施体制の制度化

（3）災害に配慮した道路構造令等の見直し
〇災害時には道路に一定の欠損が生じることを前提として、道路の構造に十分な余裕をもたせるため、経済性を優先した整
備水準から、災害に配慮した整備水準へと見直す必要
例）・２車線の道路の路肩を従来よりも拡幅

・救急車等の緊急車両のための緊急入退出路を設置
・回復力・復元力のある構造として原則４車線化 等

（4）路外リスクアセスメントの実施
〇道路ネットワークの耐災害性を評価する手法を充実させ、道路区域外のリスクを含めたアセスメントを実施する必要
・幹線道路だけでなく地方道も含めた耐災害ネットワーク構築の枠組みを整理した上で路線毎の評価を実施
・道路区域外に起因する斜面災害に加え、隣接する河川の増水や倒木などがもたらすリスクについて、土木工学の幅広い
関係者と連携して検討

（2）非常時における柔軟な車線運用のメニュー化と共有
〇非常時における耐災害性を高めるための技術をメニュー化し、徹底的に活用するために関係者間で共有する仕組みづくりが
必要
例）・路肩の積極的な活用による走行空間の確保

・LEDを利用した区画線標示の活用などにより、フレキシブルに車線幅員（車線数）を設定
・可動式中央分離帯の活用を含むリバーシブルレ－ンの適用 等

（5）迅速な復旧に向けたトレーニング強化
〇国と地方自治体が常時から連携して、復旧計画の策定方針やタイムラインを議論するなど、事前準備の強化が必要
・幹線道路から末端の地方道までが連携した復旧計画を策定
・地域の中に復旧に必要な工事用車両等をいかに配備するかといった検討を、地域と連携して実施
・道路啓開情報を公表するタイミングと公表内容について、自衛隊や消防、警察等と事前に調整
・被災後の復旧において、被災前の状態に戻すか、時間をかけても被災前より頑強にするか、復旧水準に関して検討
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○ICの逆走運用（広島呉道路天応西IC）

（１）「発災後の統括的交通マネジメント」実施体制の制度化

常時から交通マネジメントに係る統合的な組織を構築し、災害時には常時に行政が有する以上
の特定の権限を与え、関係者の協力を義務付ける制度が必要
●学識経験者、道路管理者、警察、公共交通事業者に加え、学校関係者や経済界の代表、市民
の代表も参画
●学識経験者をトップとすることを基本として、オープンに議論
●常時の交通マネジメントのルールにとらわれない迅速で柔軟な施策を展開

［メンバー体制］

［目的］

■広島・呉・東広島都市圏域を結ぶ幹線道路の渋滞
緩和を図るため、交通マネジメント施策の包括的
な検討・調整等を行うことを目的。

広島・呉・東広島都市圏
災害時交通マネジメント検討会の設置

地元の
学識経験者

行政
・地方整備局
・経済産業局
・運輸局
・警察
・教育委員会
・広島県
・広島市
・呉市
・東広島市

交通事業者
・旅客船協会
・バス協会
・JR西日本
・広島電鉄
・NEXCO西日本
・広島県道路公社
・広島高速公社

経済団体
・中国経済連合会
・広島商工会議所
・呉商工会議所

藤原章正委員長(広島大学)

【今回の運用】【通常運用時】

天応東IC

天応西IC

広島方面

呉方面

広島方面向きのＩＣ
で、呉方面向きの
機能を確保

天応西ICで特別転回することで
呉IC～天応西ICが通行可能

天応東IC

天応西IC

呉方面

広島方面

部分開通
出来ない

呉IC～天応東ICは通行不可

○バス専用レーンの設置（国道31号）

常時の交通マネジメントのルールにとらわれない施策の例

各地域において、交通マネジメントに係る統合的な
組織を常時から事前に構築



（２）非常時における柔軟な車線運用のメニュー化と共有

非常時における耐災害性を高めるための技術をメニュー化し、徹底的に活用するために関係
者間で共有する仕組みづくりが必要
●路肩の積極的な活用による走行空間の確保
●LEDを利用した区画線標示の活用などにより、フレキシブルに車線幅員（車線数）を設定
●可動式中央分離帯の活用を含むリバーシブルレ－ンの適用 等

■夜間にLED投光器から可変式路面表示を照射することにより、
合流部手前で左車線に車両を誘導

〇LED投光器による可変路面表示 (首都高の事例)

LED投光器で
路面矢印照射

合流部の円滑性・安全性が向上

至 広島市

至 呉市
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至 広島市

至 呉市

至 広島市

至 呉市

迂回路の確保のための柔軟な運用 (平成30年7月豪雨)

■国道３１号の通行止区間について、隣接する公園駐車
場（県有地）に迂回路を確保し、５日で通行止め解除

可変式路面表示
（LEDで照射）

〇中央分離帯の切替え (NEXCO東日本の事例)

■混雑する時間帯において柔軟に車線を運用できる技術
可
動
式
中
央
分
離
帯

可
動
式
中
央
分
離
帯

時間帯に合わせて
中央線を変更

↑新千歳空港方面

↓札幌方面

車線切替状況

＜車線運用メニューのイメージ＞

車線運用メニューとして活用可能性のある技術



（３）災害に配慮した道路構造令等の見直し

災害時には道路に一定の欠損が生じることを前提として、道路の構造に十分な余裕をもたせる
ため、経済性を優先した整備水準から、災害に配慮した整備水準へと見直す必要
●２車線の道路の路肩を従来よりも拡幅
●救急車等の緊急車両のための緊急入退出路を設置
●回復力・復元力のある構造として原則４車線化 等

＜災害時に役立つ道路整備例＞

＜救急搬送時の状況（山形自動車道 山形JCT～山形北IC）＞

■災害時における緊急車両運行時間短縮や一般車両の
速やかな流出につながる

災害時等における救急
車等の入退出や一般車
両待避のための緊急入
退出路の設置

＜緊急開口部設置の状況（新名神高速道路 箕面とどろみIC～茨城千提寺IC）＞

緊急入退出路の設置

■例えば、暫定２車線の幅員構成においては、経済性を優先してい
るため、片側の車道部において、大型車がすれ違うのに必要な幅
員が確保されていない

■災害発生リスクが高い地域では、２車線道路においても、災害時
に道路の一部が欠損しても、路肩等を活用して大型車を含む車両
が対面通行できるよう、道路の路肩を従来より拡幅する

【完成２車線】 【暫定２車線】

大型車のすれ違い幅を確保できない

0.25ｍの右側側方余裕を確保

0.5ｍのすれ違い幅を確保

２車線道路の路肩拡幅のイメージ



（４）路外リスクアセスメントの実施

道路ネットワークの耐災害性を評価する手法を充実させ、道路区域外のリスクを含めたアセス
メントを実施する必要
●地方道も含めた耐災害ネットワーク構築の枠組みを整理した上で路線毎の評価を実施
●道路区域外に起因する斜面災害に加え、隣接する河川の増水や倒木などがもたらすリスクに
ついて、土木工学の幅広い関係者と連携して検討

斜面災害に対する点検、対策

＜道路沿線のハザード把握＞

■斜面危険箇所における、事前通行規制・道路防災
点検を道路管理者が実施
■重要インフラ点検を踏まえた3ヶ年緊急対策とし
て、土砂災害等の危険性がある箇所のうち、鉄道
近接や広域迂回など社会的影響が大きい箇所にお
いて法面対策等を約2,000箇所を推進中

〇河川と並行する道路区間において
被害発生、通行不能

→ 災害特性等に応じた新たなリスク
評価が必要

〇道路管轄内の街路樹倒木がひとつ
のネットワーク途絶要因

→ 路線に沿ったリスク評価を行い、
維持管理に努めるべき

〇日常巡回、異常気象時点
検等に加え、集中的な道路
防災点検とその結果にもと
づく計画的な防災対策工事
を実施

〇河川氾濫 による道路冠水(熊本県芦北町)

〇倒木による道路封鎖(和歌山県岩出市～和歌山市)

グラウンドアンカー工

〇崩落危険地域における防
災対策状況

〇災害特性や地域特性に応
じた応急対策と恒久対策の
組み合わせが重要

新たに評価すべきリスクの例

土砂災害危険箇所点検（新潟県）

法面法枠工
国道２２０号（宮崎市日南市宮浦）

平成３０年 台風２１号による被害
国道２４号
（和歌山県岩出市吉田～和歌山市中筋日延）

平成２３年６月 大雨による被害



（５）迅速な復旧に向けたトレーニング強化

国と地方自治体が常時から連携して、復旧計画の策定方針やタイムラインを議論するなど、
事前準備の強化が必要
●幹線道路から末端の地方道までが連携した復旧計画を策定
●地域の中に復旧に必要な工事用車両等をいかに配備するかといった検討を、地域と連携して実施
●道路啓開情報を公表するタイミングと公表内容について、自衛隊や消防、警察等と事前に調整

＜災害復旧のトレーニング強化＞

■生存率を左右する発災後72時間以内は、自衛隊などの緊急

車両が一般車両の渋滞による混乱に巻き込まれないよう、情
報公開に関して事前調整が必要

段階①

段階②

段階③

自衛隊、救急車等
緊急車両優先

段階④

各方向最低
1ルートを啓開

被災者支援に係る
トラック、重機等優先

一般開放

道路啓開情報公表の
タイミング・内容等に
ついて調整が必要

発災

＜道路啓開情報に関する調整＞

72時間が目安

■中部圏の国、地方公共団体、学識経験者、地元経済界等によ
る「南海トラフ地震対策中部圏戦略会議」を設置し、各機関が重
点的・戦略的に取り組む事項をまとめた「中部圏地震防災基本
戦略」を策定

■「中部版くしの歯作戦」では、道路啓開に必要な資機材等を算定

南海トラフ地震に備えた中部圏の例 道路啓開情報公開のイメージ

○道路啓開に必要な資機材等の算定（三重県の例）

災害復旧や道路啓開に必要な工事用車両等の資機材を把握し、いかに
配置しておくのか、地域の関係者と連携して事前に検討することが必要

出典：中部版「くしの歯作戦」（令和元年5月改訂版）



（６）徒歩避難が困難な場合の避難手段の検討

地震・津波発生時の避難行動について、徒歩での避難が原則となっているが、津波到達時間、
指定緊急避難場所までの距離等を踏まえて、自動車により避難せざるを得ない場合など一定の
条件を満たす地域においては、自動車を利用した避難を前提として避難計画を策定した方が有
効な場合もある
●地域の実情に応じて、自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する必要

＜避難計画策定の事例＞

第４編 津波災害対策編 － 第１章 災害予防
第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え

１ 災害発生直前対策関係 － （２）住民等の避難誘導体制

○・・・津波発生時の避難については、徒歩によることを原則とする。・・・

○ただし、各地域において、津波到達時間、指定緊急避難場所までの
距離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自
動車により避難せざるを得ない場合は、市町村は、避難者が自動車
で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする。

［避難時の自動車利用実態］

■徒歩での避難が基本となるが、実際には多くの人が自動車で
避難している実態がみられる

■東日本大震災において車を利用して避難した割合：57%

<東日本大震災の避難時における自動車の使用率>

［徒歩避難の原則］中央防災会議「防災基本計画」より

＜避難計画の現状＞

※出典：内閣府（防災）「防災対策推進検討会議
津波避難対策検討ワーキンググループ（第５回）」

485
(57%)

372
（43%）

全体
N=857

■ 車を使った ■ 車を使わなかった

○津波災害時における自動車による避難ガイドライン（H29.8いわき市防災会議）

■津波災害時の避難方法は、最寄りの津波避難場所や高台などへ
原則徒歩

■やむを得ず自動車による避難をされる方は、最寄り（500ｍ範囲

内）の津波避難場所や避難所を目指すのではなく、津波浸水想定
区域外に避難する。

■避難行動要支援者等を同乗させ最小の台数で避難できるよう、日
頃から地域内において協議

〇自動車を利用した避難ガイドラインの例（福島県いわき市）

＜自動車避難訓練＞＜自動車避難訓練のお知らせ＞

＜津波接近時の多賀城市内(H23.3.11)＞
※当ガイドラインは、自動車での避難を推奨・誘発するものではないとの位置づけ


